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手続き・お知らせ

特
別
弔
慰
金
の
請
求
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

問 

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
１
０
８
）

手続き・申請

　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限

は
４
月
２
日
㈪
で
す
。
こ
の
期
限
を

過
ぎ
る
と
、
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る

権
利
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者
＝
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当

　

時
の
遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月
１

　

日
時
点
に
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族

　

年
金
な
ど
を
受
け
る
方
が
い
な
い

　

場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

　

位
の
遺
族
お
一
人
に
特
別
弔
慰
金

　

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑴
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

　

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔　

　

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

⑵
戦
没
者
な
ど
の
子

⑶
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
、
②
孫
、

　

③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、

順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

⑷
前
述
の
①
〜
③
以
外
の
戦
没
者
な

　

ど
の
三
親
等
内
の
親
族

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
が
あ
っ
た
方

▼
支
給
内
容
＝
国
債
名
称　

第
十
回

　

特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券　

い
号

　

額
面　

25
万
円
（
５
年
償
還
）

▼
請
求
期
限
＝
４
月
２
日
㈪

【
母
子
・
父
子
家
庭
の
方
へ
】
児
童
扶
養
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？

問 

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
福
祉
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
２
０
４
）

手続き・申請

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離
婚

な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は
母
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成

さ
れ
る
家
庭
の
、
生
活
の
安
定
と
自

立
の
促
進
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。
こ
の
手
当
は
申
請
し

な
け
れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
要
件
（
受
給
者
資
格
）
＝
次

　

の
①
〜
⑨
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は

　

ま
る
「
児
童
」
を
保
護
者
と
し
て

　

生
活
の
面
倒
を
見
て
い
る
母
、「
児

　

童
」
を
保
護
者
と
し
て
生
活
の
面

　

倒
を
見
て
お
り
、
か
つ
、
生
計
を

　

同
じ
く
す
る
父
、
両
親
に
か
わ
っ

　

て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

　

が
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

　

す
。

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い
の

　

状
態
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

　

な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
に
一
年
以
上
連
絡
が

　

と
れ
ず
、
父
母
が
養
育
を
放
棄
し

　

て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
一
年
以
上
拘
禁
さ

　

れ
て
い
る
児
童

⑦
母
が
婚
姻
せ
ず
に
生
ま
れ
た
児
童

⑧
母
が
児
童
を
妊
娠
し
た
当
時
の
事

　

情
が
不
明
で
あ
る
児
童

⑨
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ

　

保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

◎
「
児
童
」
と
は
、
0
歳
〜
18
歳
の

方
を
い
い
ま
す
。
※
18
歳
の
方
は
、

18
歳
に
な
っ
た
年
度
末
ま
で
。
た
だ

し
、
心
身
に
お
お
む
ね
中
度
以
上
の

障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、
20
歳
未
満

ま
で
と
な
り
ま
す
。
受
給
者
・
児
童

と
も
に
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

※
配
偶
者
（
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
も
の
を
含
む
）
と

生
計
同
一
で
あ
る
と
き
や
、
日
本
国

内
に
住
所
が
な
い
と
き
に
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。
受
給
者
が
公
的
年
金
を

受
給
し
て
い
る
場
合
で
、
年
金
額
が

児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
少
な
い
と
き

は
、
そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
で
き
ま
す
。

▼
手
当
の
支
給
＝
児
童
扶
養
手
当
の

　

金
額
は
、
受
給
資
格
者
本
人
と
、

　

受
給
資
格
者
と
生
計
同
一
の
扶
養

　

義
務
者
（
親
族
）
の
所
得
金
額
に

　

応
じ
て
、
手
当
の
全
部
が
支
給
さ

　

れ
る
場
合
と
手
当
の
一
部
の
み
が

　

支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
額
に
よ
り
、
全
部
が
支
給
停

止
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
所
得
制
限
＝
児
童
扶
養
手
当
に
は

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
受
給
資

　

格
者
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
生
計

　

同
一
の
扶
養
義
務
者
（
父
母
、子
、

　

祖
父
母
、
兄
弟
な
ど
）
の
所
得
に

　

よ
り
、
手
当
額
が
決
ま
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
こ
ど
も
福
祉
課

　

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
手
当
の
支
払
日
＝
手
当
は
、
認
定

　

請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給

　

さ
れ
、
年
3
回
、
支
払
月
の
前
月

　

分
ま
で
の
手
当
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

▼
現
況
届
の
提
出
＝
毎
年
8
月
に
、

　

す
べ
て
の
受
給
資
格
者
に
は
現
況

　

届
を
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
現

　

況
届
と
は
、
そ
の
年
の
8
月
か
ら

　

翌
年
7
月
ま
で
の
手
当
を
受
け
る

　

資
格
を
確
認
す
る
た
め
の
手
続
き

　

で
す
。

※
受
給
資
格
者
の
方
で
、
ま
だ
現
況

届
の
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

早
急
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

子どもが 1人の場合
全部支給 42,290 円

一部支給 42,280 円～ 9,980 円
（所得に応じて決定）

子どもが２人目の加算額
全部支給 9,990 円

一部支給 9,980 円～ 5,000 円
（所得に応じて決定）

子どもが３人目以降の
加算額（１人につき）

全部支給 5,990 円

一部支給 5,980 ～ 3,000 円
（所得に応じて決定）

■手当の額（平成 29年度）

県
民
交
通
災
害
共
済
の
加
入
を
受
け
付
け
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
安
心
安
全
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
５
０
２
）

手続き・申請

　

県
民
交
通
災
害
共
済
は
、
道
路
を

運
行
中
の
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
自
転

車
な
ど
の
接
触
、
衝
突
な
ど
の
交
通

事
故
に
遭
っ
た
会
員
の
方
に
見
舞
金

を
支
払
う
共
済
制
度
で
す
。

　

加
入
を
希
望
す
る
方
は
、
会
費
を

持
参
の
上
、
申
込
窓
口
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▼
共
済
期
間
＝
4
月
1
日
㈰
〜
平
成

　

31
年
3
月
31
日
㈰

※
4
月
1
日
以
降
に
加
入
し
た
場
合

の
共
済
期
間
は
、
申
込
み
日
の
翌
日

か
ら
平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で
と
な

り
ま
す
。

▼
加
入
対
象
＝
当
市
に
住
民
登
録
の

　

あ
る
方

▼
年
会
費
＝
大
人
９
０
０
円
、
中
学

　

生
以
下
５
０
０
円
（
平
成
30
年
4

　

月
1
日
現
在
）

▼
申
込
窓
口
＝
市
民
窓
口
課
（
伊
奈

　

庁
舎
お
よ
び
谷
和
原
庁
舎
）

▼
受
付
開
始
＝
2
月
1
日
㈭
か
ら


